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豊
春
地
区 

 

 

稲
荷
神
社
【
上
蛭
田
】 

ご
祭
神
は 

 

倉 う
が

稲 の

魂
み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
天
正
五
年
【
一
、
五
七
七
】
九
月
八
日
、
当
間
市

太
夫
が
勧
請
し
て
、
村
の
鎮
守
に
し
た
と
言
う
。 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
稲
荷
社
」
村
の
鎮
守
と
す
。
村
民
の
持
ち
、
末
社
「
天
神
」
・
「
愛

宕
社
」
・
「
弁
天
社
」
村
民
の
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
稲
荷
社
」
『
村
社
』
村
の
南
に
あ
り
、
倉
稲
魂
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月
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初
午
・
六
月
十
四
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
付
記
と
し
て
、
天
正
五
丁
巳
九
月
八
日
当
間
市
太
夫

と
言
う
者
、
勧
請
し
て
村
の
鎮
守
と
な
し
、
宝
暦
十
二
年
壬
午
年
再
建
す
と
云
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 
 

三
月
初
午 

伝
統
行
事 

不
詳
な
り 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
吉
神
社
【
下
蛭
田
】 

ご
祭
神
は 

 

上
筒
男

う
わ
つ
つ
お
の

命
み
こ
と 

 

中
筒
男

な
か
つ
つ
お
の

命
み
こ
と 

 

底 そ
こ

筒
男

つ
つ
お
の

命
み
こ
と 
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由
緒
・
沿
革 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
花
積
村
の
項
に
、
天
正
十
九
年
の
勧
請
に

て
、
下
蛭
田
村
の
鎮
守
な
り
、
東
光
院
持
ち
、
神
体
は
円
径
一
尺
余
の
鏡
板
に
て
梵
字
を
彫
れ
り
、
と

あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
元
は
花
積
台
地
の
突
端
に
あ
る
高
台
の
地
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
年
に
、
春

日
部
駅
西
口
の
第
一
区
画
整
理
事
業
地
の
埋
め
立
て
用
に
掘
削
さ
れ
て
、
今
は
低
地
に
鎮
座
し
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
下
蛭
田
村
に
は
、
「
稲
荷
社
」
・
「
雷
電
社
」
「
荒
神
社
」
村
民
の
持

ち
と
記
さ
れ
て
い
て
、
住
吉
神
社
の
こ
と
は
花
積
村
内
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
住
吉
社
」
・
『
村
社
』
花
積
村
字
台
耕
地
に
鎮
座
あ
り
、
上
筒
男
命
・
中

筒
男
命
・
底
筒
男
命
を
祀
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
稲
荷
社
」
平
社
、
村
の

東
方
に
あ
り
倉
稲
魂
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月
五
日
と
あ
る
。 

神
社
行
事 

 
 

春
祭
五
月
二
日
・
例
祭
七
月
十
五
日 
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伝
統
行
事 

 
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
『
さ
さ
ら
獅
子
舞
』
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
九
年
住

吉
神
社
の
移
築
に
よ
り
、
『
さ
さ
ら
獅
子
舞
』
は
中
止
と
な
っ
た
が
、
平
成
六
年
七
月
『
保
存
会
』
の
発 

 

足
に
よ
り
再
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
『
さ
さ
ら
獅
子
舞
』
は
「
さ
さ
ら
」
と
呼
ば
れ
る
竹
の 

 

端
を
縦
に
細
く
割
っ
た
竹
筒
に
、
鋸
の
歯
形
に
凹
凸
に
作
ら
れ
た
竹
の
棒
を
こ
す
り
合
わ
せ
て
奇
妙
な 

 

音
を
出
し
た
音
色
の
音
楽
に
合
わ
せ
て
「
牝
獅
子
」
・
「
中
獅
子
」
・
「
牡
獅
子
」
が
舞
を
披
露
す
る
そ
れ

に
合
わ
せ
て
「
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
」
が
現
わ
れ
て
男
根
に
擬
し
た
棒
等
を
持
っ
て
道
化
役
の
舞
い
を
す
る
。

舞
い
の
始
め
は
下
蛭
田
集
会
所
【
元
東
光
院
薬
師
堂
跡
】
か
ら
出
発
し
て
、
「
天
狗
」
を
先
頭
に
御
位
持

ち
、
御
幣
持
ち
、
し
め
縄
持
ち
、
弓
持
ち
、
花
持
ち
、
笛
方
、
獅
子
と
氏
子
代
表
で
行
列
を
組
み
、
住

吉
神
社
へ
向
か
い
獅
子
舞
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。 

 

『
伝
説
』
に
よ
る
と
、
こ
の
地
は
、
太
田
道
潅
が
狩
り
に
出
た
と
き
雨
に
降
ら
れ
、
と
あ
る
農
家
に

雨
具
を
所
望
し
た
と
こ
ろ
、
娘
が
山
吹
き
の
枝
を
差
し
出
し
た
と
い
う
話
の
場
所
で
あ
る
と
言
い
伝
え
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ら
れ
て
い
る
。 

  

香
取
神
社
【
新
方
袋
・
南
中
曽
根
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

大
日
靈

お

お

ひ

る

め

貴
む
ち
の

尊
み
こ
と

【
天
照
皇
大
神
】 

 

誉
田

ほ

ん

だ

別
わ
け
の

尊
み
こ
と 

 

火
産
靈

ほ

む

す

び

の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
創
建
は
建
武
甲
戌
年
五
月
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
延
宝
六
年
九
月
嵐
に
よ
り
大
破
し
た
る
を
再
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 
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明
治
六
年
四
月
『
村
社
』
に
列
格
。
明
治
四
十
五
年
七
月
、
南
中
曽
根
の
「
八
幡
社
」
・
「
神
明
社
」
・

「
荒
神
社
」
を
合
祀
す
る
。
大
正
十
三
年
十
一
月
、
幣
帛
共
進
社
に
指
定
さ
れ
る
。
昭
和
二
十
五
年
一

月
二
十
五
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
新
方
袋
村
に
は
、
「
天
神
社
」
村
民
の
持
ち
と
あ
り
、
中
曽
根
村
に

は
、
「
香
取
社
」
当
村
及
び
新
方
袋
村
の
鎮
守
に
て
、
両
村
の
界
に
あ
り
海
善
院
・
満
蔵
寺
の
持
ち
と
あ

る
。 

 

末
社
「
第
六
天
」
・
「
白
山
」
・
「
大
黒
天
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
中
曽
根
村
「
香
取
社
」
村
社
に
し
て
、
村
の
西
方
に
あ
り
、
経
津
主
命

を
祀
る
。
新
方
袋
村
「
香
取
社
」
村
社
に
し
て
村
の
西
方
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
六
月
二

十
三
日
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
七
日
・
例
祭
七
月
二
十
三
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
九
日 
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伝
統
行
事 

 
 

不
詳 

そ
の
他 

 
 

明
治
二
十
二
年
の
市
制
・
町
村
制
施
行
に
よ
り
豊
春
村
が
成
立
す
る
際
、
新
方
袋
村
は
当
時
の
行
政

指
導
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
百
間
領
に
所
属
し
て
い
た
の
で
、
内
牧
村
に
合
併
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ

て
い
た
が
、
村
民
の
反
対
に
よ
り
採
決
の
結
果
、
豊
春
村
に
合
併
が
許
可
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
の
第
一
が
、
鎮
守
様
の
「
香
取
神
社
」
は
、
中
曽
根
村
と
同
一
の
「
鎮
守
」
で
あ
り
、
更

に
内
牧
村
と
は
、
古
隅
田
川
を
隔
て
、
交
流
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
裁
定
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。 

◎
神
社
の
鳥
居
の
下
か
ら
神
社
の
脇
に
通
じ
る
道
は
、
古
代
の
奥
州
古
道
【
中
世
に
は
、
鎌
倉
街
道
と

称
さ
れ
た
道
】
で
あ
る
。 
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二
ノ
宮
神
社
【
花
積
】 

ご
祭
神
は 

 

国 く
に

常 と
こ

立
た
ち
の

尊
み
こ
と 

 

別 わ
け

雷
い
か
づ
ち
の

命
み
こ
と 

 

倉 う

稲 が
の

魂
み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
花
積
村
は
慶
安
【
一
、
六
四
八
】
の
頃
裏
慈
恩
寺
村
の
民
来
た
り

て
荒
れ
地
を
開
き
村
落
と
な
す
と
云
、
元
禄
の
改
め
に
よ
り
上
蛭
田
枝
郷
と
の
せ
、
此
の
村
の
名
見
ゆ

と
あ
り
、
太
田
庄
に
属
せ
り
、
土
人
の
話
に
村
名
は
古
へ
慈
恩
寺
の
観
音
へ
此
の
地
よ
り
多
く
花
を
積

み
て
供
へ
し
故
こ
の
名
起
こ
れ
り
と
、
郷
名
の
由
来
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
二
ノ
宮
社
」
な
る
も

の
の
記
載
は
な
い
。
神
社
と
し
て
は
、
聖
天
社
、
村
の
鎮
守
な
り
、
東
西
寺
持
ち
、
雷
電
社
村
民
の
持
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ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
。
昭
和
二
十
四
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
二
ノ
宮
社
「
村
社
」
村
の
中
央
に
あ
り
、
国
常
立
尊
を
祀
る
。
祭
日
六

月
二
十
日
・
稲
荷
社
、
村
の
中
央
に
あ
り
、
倉
稲
魂
を
祀
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
項
か
ら
思
考

し
て
「
二
ノ
宮
神
社
」
は
明
治
初
期
に
、
聖
天
社
・
稲
荷
社
・
雷
電
社
を
合
祀
し
、
名
称
を
変
更
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
他 

 

こ
の
神
社
の
付
近
に
は
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。 

    



10 

 

香
取
神
社
【
増
富
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
に
て
、
社
内
に
本
地
仏
十
一
面
観
音
を
安
ず
、 

福
蔵
院
持
ち
、
と
あ
り
末
社
稲
荷
・
天
神
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
『
村
社
』
村
の
坤
の
方
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日

六
月
十
九
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
「
村
社
」
に
列
格
。
昭
和
二
十
五
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

不
詳 
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伝
統
行
事 

 

不
詳 

  

神
明
社
【
増
戸
】 

ご
祭
神
は 

 

大
日
靈

お

お

ひ

る

め

貴
む
ち
の

尊
み
こ
と

【
天
照
皇
大
神
】 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
神
明
社
」
村
の
鎮
守
に
て
、
浄
泉
寺
持
ち
。
「
稲
荷
社
」
村
民
の

持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
神
明
社
」
『
村
社
』
村
の
西
方
に
あ
り
大
日
靈
貴
尊
を
祀
る
。
祭
日
七
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月
十
四
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
明
治
六
年
「
村
社
」
に
列
格
。
昭
和
二
十
五
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 
不
詳 

伝
統
行
事 

不
詳 

  

香
取
神
社
【
上
大
増
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
当
地
は
寛
文
十
年
【
一
、
六
七
〇
】
に
開
発
さ
れ
た
新
田
で
あ
る
と
、
『
新
編

武
蔵
風
土
記
稿
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。 
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『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
に
て
里
正
【
名
主
】
の
持
ち
と
あ
る
。 

 
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
『
村
社
』
村
の
西
方
に
あ
り
経
津
主
命
を
祀
る
と
あ
る
。 

 

寛
文
十
年
勧
請
、
祭
日
二
月
十
一
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
「
村
社
」
に
列
格
。
昭
和
二
十

四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
十
一
日
・
秋
祭
十
二
月
六
日 

伝
統
行
事 

 

十
月
頃
虫
追
い
の
十
寒
夜
が
あ
る
。
【
下
大
増
新
田
も
同
じ
】 
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香
取
神
社
【
下
大
増
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

下
大
増
新
田
も
上
大
増
新
田
と
同
時
代
に
開
発
さ
れ
た
村
で
あ
る
。 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が
、
寛
文
十
年
に
勧
請
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
村
の
鎮
守
に
て
、
里
正
【
名
主
】
の
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
香
取
社
、
「
村
社
」
村
の
西
方
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月

十
一
日
と
あ
る
。 

 

明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
。
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
十
一
日
・
例
祭
十
月
九
日
・
秋
祭
十
二
月
六
日 
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伝
統
行
事 

 
上
大
増
新
田
の
「
香
取
神
社
」
と
同
じ
。 

  

香
取
神
社
【
谷
原
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

谷
原
新
田
の
開
発
は
、
中
村
多
左
衛
門
重
政
・
高
田
三
郎
な
る
者
、
元
は
工
匠
を
業
と
せ
し
が
、
寛

文
九
年
、
日
光
山
御
宮
御
修
営
の
事
に
預
か
り
、
工
竣
て
後
其
賞
と
し
て
若
干
の
金
を
賜
へ
り
、
然
る

に
其
金
を
無
益
の
費
に
失
は
ん
こ
と
を
恐
れ
、
当
所
新
開
の
こ
と
を
願
い
上
げ
れ
ば
、
願
い
の
ご
と
く

御
免
あ
り
し
ゆ
へ
則
新
開
す
る
所
な
り
と
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
、
そ
の
村
の
生
い
立
ち
が
記
さ
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れ
て
い
る
。
鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
前
記
史
料
よ
り
類
推
し
て
新
開
後
「
香
取
社
」
を
勧
請
さ

れ
た
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
な
り
、
浄
法
庵
の
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
『
村
社
』
村
の
中
央
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
二

月
十
一
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
「
村
社
」
に
列
格
。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
社
殿
倒
壊
し
、
大
正
十
五
年

五
月
再
建
す
。
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
十
一
日
・
例
祭
七
月
十
四
日
・
秋
祭
十
二
月
十
四
日 

伝
統
行
事 

 
 

不
詳 
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八
幡
社
【
谷
原
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

誉
田

ほ

ん

だ

別
わ
け
の

尊
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
寛
文
九
年
造
立
と
云
、
西
谷
原
新
田
の
鎮
守
な
り
、
心
光
庵
持
ち
、
と

記
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
西
谷
原
新
田
は
元
東
谷
原
新
田
と
一
村
に
し
て
、
元
禄
後
分
か
れ

し
村
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
社
の
由
緒
・
沿
革
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
八
幡
社
「
平
社
」
村
の
北
方
に
あ
り
誉
田
別
尊
を
祀
る
。
祭
日
二
月
十

五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 
 

不
詳 



18 

 

伝
統
行
事 

 
 

不
詳 

  

三
郎
谷
稲
荷
社
【
谷
原
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

倉 う
が

稲 の

魂
み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
境
内
に
あ
る
高
田
宮
水
田
移
管
記
と
題
し
た
石
碑
の
碑
文
に
よ
る
と

谷
原
新
田
開
発
に
功
績
の
あ
っ
た
高
田
三
郎
氏
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
社
で
あ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
高
田
三
郎
と
は
、
日
光
東
照
宮
ご
修
営
に
参
加
し
て
、
帰
国
の
途
次
、
中
村
重
政
と
共
に
谷
原

新
田
の
開
発
を
幕
府
に
願
い
出
て
開
墾
し
た
後
に
年
貢
を
納
付
す
る
に
あ
た
り
、
開
墾
間
も
無
く
の
た
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め
収
穫
も
ま
ま
な
ら
ず
困
惑
し
た
時
、
中
村
氏
は
生
家
に
頼
り
年
貢
を
納
め
た
が
、
高
田
三
郎
は
耕
作

者
の
負
担
を
考
え
て
、
そ
の
年
の
年
貢
を
納
め
な
か
っ
た
の
で
、
幕
府
か
ら
処
分
さ
れ
、
処
払
い
を
命

ぜ
ら
れ
何
処
か
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
郎
谷
地
区
の
農
民
は
、
そ
の
功
績
を
称
え
尊
敬
し
て
、
遺
徳

を
偲
ん
で
、
「
稲
荷
社
」
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 
 

 

不
詳 

伝
統
行
事 

 
 

 

不
詳 

境
内
内
の
石
碑 

◎
『
三
郎
谷
之
碑
』
【
天
保
四
年
建
立
】
こ
の
石
碑
は
神
社
の
左
側
奥
に
鉄
柵
に
囲
ま
れ
た
自
然
石
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
碑
文
は
漢
文
で
旧
漢
字
も
異
体
文
字
の
た
め
解
読
が
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
示
し

た
い
が
、
残
念
な
が
ら
文
字
を
表
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
、
碑
文
を
解
読
し
、
要
約
す
る
と
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つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
東
の
方
岩
築
城
を
隔
つ
る
こ
と
一
里
の
所
を
谷
原
邑
と
い
う
。
こ
の
昔
寛
文
巳
酉
東
都
の
人
高
田
三

郎
・
中
村
重
政
、
倶
に
県
官
に
乞
い
て
開
拓
せ
し
所
な
り
。
当
村
の
有
司
、
そ
の
地
を
三
分
し
て
一

は
以
て
牧
地
と
な
し
、
二
は
即
ち
以
て
二
子
に
賜
ひ
た
り
、
故
に
今
も
東
西
を
以
て
之
を
称
す
る
な

り
。 

 
 

三
郎
は
東
邑
に
處
り
、
重
政
は
西
邑
に
處
り
各
々
の
功
を
以
て
そ
の
邑
人
を
支
配
せ
り
。
人
民
聚 

 
 

 

楽
し
て
今
に
至
る
ま
で
其
の
賜
を
受
く
る
な
り
。
呂
覧
二
日
く
「
民
は
賢
に
従
う
」
と
。
二
子
の
如
き

は
あ
に
賢
と
い
わ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
の
ち
三
郎
故
あ
っ
て
東
邑
を
去
り
、
終
に
そ
の
卒
す
る
所
知
ら
ざ

る
な
り
。
今
東
邑
に
三
郎
谷
【
さ
ぶ
や
】
と
称
す
る
も
の
は
す
な
わ
ち
こ
れ
三
郎
の
旧
地
な
り
。
こ
の

ご
ろ
東
邑
の
長
、
平
君
美
そ
の
功
あ
り
て
後
無
き
を
あ
わ
れ
み
、
西
邑
の
長
、
藤
存
義
と
謀
り
ま
さ
に

碑
を
そ
の
地
に
建
て
て
以
て
こ
れ
を
表
せ
ん
と
し
、
す
な
わ
ち
富
子
を
介
し
て
、
は
る
か
に
予
を
文
を

請
ふ
。 
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そ
れ
事
は
世
を
む
な
し
ゅ
う
し
て
相
感
じ
或
い
は
そ
の
人
を
待
ち
て
し
か
る
後
あ
ら
わ
る
。
故
に
身

は
美
し
い
宝
玉
を
い
だ
け
ど
も
名
は
あ
る
い
は
煙
滅
し
て
称
せ
ら
れ
ず
、
こ
れ
史
遷
の
嘆
ず
る
と
こ

ろ
な
り
、
而
し
て
今
吾
こ
の
挙
に
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
、
よ
っ
て
そ
の
事
を
变
し
て
刻
む
。 

 

天
保
癸
巳
年
五
月 

岩
築 

潜
龍
親
順
撰 

糟
壁 

次
郎
兵
衛
書 

野
口
通
衛
刻 

と
あ
る
。 

 

裏
面
に
は
、
碑
面
に
所
謂
平
君
美
と
は
、
そ
の
先
祖
義
将
と
い
ひ
、
元
和
元
年
之
季
、
代
官
は
義
将

を
東
邑
の
長
に
命
ぜ
し
は
、
け
だ
し
三
郎
が
そ
の
邑
を
去
り
し
が
故
な
り
、
君
美
に
至
る
ま
で
世
々

そ
の
職
【
名
主
】
を
継
ぎ
し
な
り
、
君
美
は
七
世
の
孫
な
り
。
易
に
日
く
「
積
善
の
家
に
は
必
ず
餘

慶
あ
り
」
と
。
義
将
の
行
な
う
事
は
概
ね
見
る
べ
し
。
碑
成
り
し
後
、
ま
た
邑
人
の
も
と
め
に
応
じ

て
君
美
の
為
に
記
す
こ
と
斯
く
の
如
し
。
と
あ
る
。 

◎
『
高
田
宮
移
管
記
』 

社
前
右
側
に
あ
る
。 

 

高
田
宮
は
我
三
郎
谷
地
方
の
開
発
恩
人
た
る
高
田
三
郎
氏
の
靈
を
稲
荷
神
社
の
境
内
に
祀
れ
る
私
護

神
社
な
り
組
合
員
種
村
六
蔵
氏
の
高
祖
種
村
長
次
郎
氏
水
田
六
畝
歩
を
奉
納
し
て
祭
祀
の
料
に
供
せ
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し
よ
り
世
々
之
を
管
理
し
て
六
蔵
氏
の
代
に
及
び
其
収
益
を
以
て
水
田
壱
反
歩
と
な
せ
り
然
る
に
其

水
田
は
依
然
と
し
て
種
村
家
の
私
有
財
産
と
し
て
登
録
せ
し
に
高
田
宮
は
公
式
に
登
録
せ
ら
れ
た
る

神
社
に
非
ざ
る
を
以
て
法
律
之
を
許
さ
ず
是
れ
巳
む
を
得
ず
し
て
稲
荷
神
社
の
名
義
を
仮
用
し
て
其

所
有
権
を
移
せ
る
所
以
な
り
後
世
に
至
り
事
実
の
不
明
に
帰
し
高
田
宮
の
祭
祀
を
忽
に
せ
ん
こ
と
を

恐
れ
茲
に
其
顛
末
を
記
す
も
の
な
り
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他 

 

こ
の
神
社
の
位
地
は
、
昭
和
三
十
年
頃
に
は
、
一
望
千
里
の
田
圃
の
中
に
、
大
き
な
松
の
木
が
一
本

あ
る
小
島
の
よ
う
な
所
で
あ
っ
た
。
当
時
の
農
家
の
人
達
は
谷
原
耕
地
に
農
作
業
に
出
た
と
き
は
、
昼

飯
や
休
息
の
時
の
憩
い
の
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
今
は
区
画
整
理
事
業
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、

家
並
み
に
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
神
社
の
場
所
も
分
か
り
難
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

  


